
令和元年度 第２回 

尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策広域協議会 
 

日 時 : 令和元年 10月 21日（月）14:00～16:30 

場 所 : 関東地方環境事務所 会議室 

 

 

次   第 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）有識者等からの発表 

・「関東山地ニホンジカ広域協議会の現状と課題」 

株式会社野生動物保護管理事務所 奥村忠誠 部長 

・「栃木県における捕獲データの集計と活用及び八溝山系における広域連携」 

    栃木県環境森林部自然環境課 丸山哲也 副主幹 

・「広域連携におけるモニタリングデータの活用」 

広島修道大学人間環境学部 奥田圭 助教 

 

（２）尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策方針（骨子）について 

 

（３）その他 

 

３．閉会 

 

 

【配布資料一覧】 

資料１ 有識者等からの発表資料 

資料２ 尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策方針（骨子） 

資料３ 今後のスケジュール 
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関東山地ニホンジカ広域協議会
の現状と課題

株式会社野生動物保護管理事務所 奥村忠誠

GOTO38
テキストボックス
資料1-1



関東山地ニホンジカ広域協議会の経緯

 平成19年 広域連携の体制整備についての検討開始（本省鳥獣保護業務室）

 平成21年4月 「関東山地ニホンジカ広域保護管理指針（第1期）」策定

 平成24年4月 「関東山地ニホンジカ広域協議会」発足（関東地方環境事務所）

「関東山地ニホンジカ広域保護管理指針（第2期）」策定

 平成29年4月 「関東山地ニホンジカ広域保護管理指針（第3期）」策定

「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」に基づく



○ 鳥獣の保護及び管理を図るための事業を
実施するための基本方針

①３以上の都道府県にまたがり、広域的に分布又は移

動する鳥獣

②単独の都道府県による特定計画では十分な成果が期
待できない

③国は都道府県と連携して、広域的な保護又は管理の
方向性を示す指針（広域指針）の作成に努める

広域指針について



広域指針

A県特定計画 B県特定計画 C県特定計画

A市町村
被害防止
計画

B市町村
被害防止
計画

C市町村
被害防止
計画

即して

整合性

・広域指針を各県の特定計画に反映
・国、都道府県、市町村の連携

広域指針の役割



関東山地ニホンジカ広域協議会の体制

関東山地ニホンジカ広域協議会

環境省、林野庁、農水省

埼玉県、群馬県、長野県、山梨県、東京都

参加機関

神奈川県

オブザーバー参加

専門家による科学的評価等のサポート

専門委員会専門委員会 事務局：
環境省（関東地方環境事務所）

※自治体では、鳥獣部署だけでなく農政林政部署も参加
※平成30年10月現在



関東山地ニホンジカ広域協議会の対象範囲

・鉄道路線を境界としている
・中央に秩父多摩甲斐国立公園を含む



協議会の目的と実施計画

本指針は、新法の施行に伴い、鳥獣の積極的な管理を図る必要性
がより明確となった現状を踏まえ、関東山地シカ個体群の保護管理
の方向性を関係行政機関が共有し、連携を図りながらシカの問題に
迅速に対応し、シカによる生態系への影響や農林業被害を軽減して
いくことを目的とする。

関東山地ニホンジカ広域指針

中期実施計画（協議会として作成、5ヵ年計画）

年次実施計画（各機関が作成）



協議会の取り組み

情報の共有（共通フォーマットの作成）

広域一体的な課題の設定

指針に基づく役割分担

現場で実行する体制づくり

周辺域では自治体による指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲や柵の設置などが行われているが、
シカの生息密度の高い中心部（秩父多摩甲斐国立公園）ではシカ対策が遅れている



全体個体数の推定
年度ごとの戦略作りのスケジュール

（主に個体数の推定と捕獲戦略）

～３月～１２月

・前年度の捕獲
実績の集計、分
析

・モニタリング調
査の実施、結果
分析

個体数動態シミュ
レーション

専門家会議
による助言

捕獲戦略

・推定頭数
・目標捕獲頭数

（メス）
・捕獲場所 など

翌年度の
年次実施計画への反映

目標捕獲
頭数

～1０月４月～

実績及び調査
結果の評価・検討

植生影響マップ

植生回復度指標
に基づく調査実施

捕獲実績

密度指標

CPUE・SPUE、区画
法など

（H25以降）

狩猟・許可捕獲

密度マップ

5kmメッシュで集計

植生保護
戦略

・守るべき群落
・優先順位づけ
・対策メニュー

など

互いに連関

出猟カレンダー
のOCR化



個体数の推定

 密度指標として、糞塊密度調査、区画法、目撃
効率を用いたベイズ推定

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

year
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シカ city 推定個体数 modelkantou_sika
全域生息個体  捕獲努力1.0倍

現行の捕獲率の場合

捕獲率を1.7倍にした場合



シカ密度推定マップ

 捕獲数、SPUE、糞塊密度調査、区
画法のデータから5kmメッシュで
推定

 シカがどこのメッシュに多く生息
しているかを把握

 理想としてはこれを元に指定管理
鳥獣捕獲等事業の実施場所の決定
につなげたい



ニュースレター

 狩猟者を対象にした
ニュースレターを発行し、
高密度地域を伝えること
で積極的に狩猟に入って
もらうことが狙い



捕獲困難地域での捕獲の試行

雁坂峠

 標高1,200m以上かつ
1kmメッシュ内に公道や
林道がないメッシュを捕
獲困難地域と定義

 今年度業務で雁坂峠にお
いてシカの試験捕獲を行
う

 捕獲手法、捕獲体制、装
備、処分方法等について
の知見を得る

 自治体への情報提供



広域植生モニタリング（H24年度実施）
天気： 調査者名：

標高： 経度：

傾斜： 平坦　／　緩傾斜　／　急傾斜 斜面方位： 緯度：

地形：　 山頂緩斜面 ／ 尾根　／　谷　／　斜面上部　／　斜面中部　／　斜面下部　　

人為区分： 天然林　／　二次林　／　人工林　／　草原　／　ササ原　／　その他（　　　　　　　　　　）

林の種類：　 シラビソ－オオシラビソ林　／　トウヒ林　／　コメツガ林　／　ミズナラ林　／　ブナ林

コナラ林　／　スギ－ヒノキ林　／　カラマツ林　／　その他（　　　　              　　　　　　　　　　　）

・調査地点をGPSと地図に記録し、調査地の写真を撮る。　（　□調査地の位置記録　□写真（No.　　　　 　　　　））

・調査区の大きさは20m×20m程度。種名の記入はわかる場合のみで可。種名がわからなければ科名でも可。

＜１＞　高木・亜高木層 （剥皮1～25％未満は10本中1～2本、25～50％未満は3～4本、50％以上は5本以上）

1－1． 林冠木の被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

1－2． 剥皮の割合（古：1年以上） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

1－3． 剥皮の割合（新：1年以内） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

1－4． 剥皮された種 （古：　　　　　　　　　　　　　　　新：　　　　　　　　　　　　　　）※わかる場合のみ　　

＜2＞　低木層 （樹高2m以下の木本対象。ササは含めない。種名はわかる場合のみ記入。）

2－1． 低木層の被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

2－2． 剥皮の割合（古：1年以上） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

2－3． 剥皮の割合（新：1年以内） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

2－4． 剥皮された種 （古：　　　　　　　　　　　　　　　新：　　　　　　　　　　　　　　）※わかる場合のみ　　

2－5． 嗜好性低木の採食痕（1年以内） □なし　　　□あり　（種名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2－6． ディアラインの有無 □明瞭　　　　　　□不明瞭　　　　　□なし　　　　　□よくわからない

＜3＞　草本層 (草本層の被度にはササを含めない。種名はわかる場合のみ記入。）

3－1． 草本層の被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

3－2． ササの被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

3－3． ササの種名など （種名： ） □優占している　　　□優占していない

3－4． ササの状態 □健全　 　□矮性化　　□枯死桿あり　 □ほぼ全枯れ

3－5． 開花・結実個体（嗜好性草本） □なし　　　□あり　（種名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3－6． 採食痕（嗜好性草本　1年以内） □なし　　　□あり

＜４＞　不嗜好性植物

4－1． □なし　　　□あり　（□優占している　　□優占していない）　

4－2． 不嗜好性植物 （あてはまるものに〇をつける）

（ 　アセビ　 ／　シャクナゲ　／　　マルバダケブキ　／　テンナンショウ属　／　マツカゼソウ　／

　／　バイケイソウ　／　フタリシズカ　／　イケマ　／　トリカブト　／　その他　（　　　　　　　　　　　　　））

＜5＞　ニホンジカ生息の痕跡の有無（複数回答可。採食痕、剥皮、角こすりについては影響度ランクで評価。）

5－1． 痕跡 □なし　　　□糞　　　□足跡　　　□シカ道　　　□毛　　　□声（　　　　）　□目視（　　　　） 

＜6＞　地表層 （土壌浸食：調査地内に土壌が流れた跡が見られた場合、ありに✔を記入。）

6－1． 植物と落ち葉の被覆面積　　　　　□50％以上　　　　□50％未満

6－2． 土壌浸食の有無（上記設問で、50％未満だった場合のみ回答） □なし　　　　□あり

＜7＞　影響度ランク（現状に最も近い区分（短期＆長期）に○をつける。条件が全て当てはまらなくても良い。）

短期区分 長期区分

0 0

1 1

2 2

－ 3

－ 4

－ 5

なし。

少量見られる。部分的に見られる。

目立つ。採食可能個体の半数以上に
痕跡がある。

従来の植生が維持されている。高木性樹種の稚樹が生育。
更新可能な状態。

＜関東山地ニホンジカ対策広域植生モニタリング調査票＞

日付：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

調査地名：  　　　　         (GPS No.　            )

不嗜好性植物

全階層における1年以内の採食痕、剥
皮、角こすり

木本の矮性化、枯死、不嗜好性の繁茂等

低木、ササに矮性化が見られる。嗜好性草本が小型化して非
開花個体が増える。

高木、亜高木、低木、ササに枯死個体が確認できる。嗜好性
草本の開花個体なし。

高木、亜高木、低木、ササに枯死個体が目立つ。不嗜好性植
物が繁茂。ミヤマクマザサが繁茂。ディアラインが出来る。

高木・亜高木は半数以上が枯死。ササはほぼ全枯れ。嗜好
性低木はほぼ全枯れ。土壌浸食が見られる。土壌浸食により
木本の根が露出。

植物がほぼ枯死。地表土壌が流出し、裸地（岩山）に近い状
態になる。

－

－

－

天気： 調査者名：

標高： 経度：

傾斜： 平坦　／　緩傾斜　／　急傾斜 斜面方位： 緯度：

地形：　 山頂緩斜面 ／ 尾根　／　谷　／　斜面上部　／　斜面中部　／　斜面下部　　

人為区分： 天然林　／　二次林　／　人工林　／　草原　／　ササ原　／　その他（　　　　　　　　　　）

林の種類：　 シラビソ－オオシラビソ林　／　トウヒ林　／　コメツガ林　／　ミズナラ林　／　ブナ林

コナラ林　／　スギ－ヒノキ林　／　カラマツ林　／　その他（　　　　              　　　　　　　　　　　）

・調査地点をGPSと地図に記録し、調査地の写真を撮る。　（　□調査地の位置記録　□写真（No.　　　　 　　　　））

・調査区の大きさは20m×20m程度。種名の記入はわかる場合のみで可。種名がわからなければ科名でも可。

＜１＞　高木・亜高木層 （剥皮1～25％未満は10本中1～2本、25～50％未満は3～4本、50％以上は5本以上）

1－1． 林冠木の被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

1－2． 剥皮の割合（古：1年以上） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

1－3． 剥皮の割合（新：1年以内） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

1－4． 剥皮された種 （古：　　　　　　　　　　　　　　　新：　　　　　　　　　　　　　　）※わかる場合のみ　　

＜2＞　低木層 （樹高2m以下の木本対象。ササは含めない。種名はわかる場合のみ記入。）

2－1． 低木層の被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

2－2． 剥皮の割合（古：1年以上） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

2－3． 剥皮の割合（新：1年以内） □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

2－4． 剥皮された種 （古：　　　　　　　　　　　　　　　新：　　　　　　　　　　　　　　）※わかる場合のみ　　

2－5． 嗜好性低木の採食痕（1年以内） □なし　　　□あり　（種名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2－6． ディアラインの有無 □明瞭　　　　　　□不明瞭　　　　　□なし　　　　　□よくわからない

＜3＞　草本層 (草本層の被度にはササを含めない。種名はわかる場合のみ記入。）

3－1． 草本層の被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

3－2． ササの被度 □なし　　　□1～25％未満　　　□25～50％未満　　　□50％以上

3－3． ササの種名など （種名： ） □優占している　　　□優占していない

3－4． ササの状態 □健全　 　□矮性化　　□枯死桿あり　 □ほぼ全枯れ

3－5． 開花・結実個体（嗜好性草本） □なし　　　□あり　（種名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3－6． 採食痕（嗜好性草本　1年以内） □なし　　　□あり

＜４＞　不嗜好性植物

4－1． □なし　　　□あり　（□優占している　　□優占していない）　

4－2． 不嗜好性植物 （あてはまるものに〇をつける）

（ 　アセビ　 ／　シャクナゲ　／　　マルバダケブキ　／　テンナンショウ属　／　マツカゼソウ　／

　／　バイケイソウ　／　フタリシズカ　／　イケマ　／　トリカブト　／　その他　（　　　　　　　　　　　　　））

＜5＞　ニホンジカ生息の痕跡の有無（複数回答可。採食痕、剥皮、角こすりについては影響度ランクで評価。）

5－1． 痕跡 □なし　　　□糞　　　□足跡　　　□シカ道　　　□毛　　　□声（　　　　）　□目視（　　　　） 

＜6＞　地表層 （土壌浸食：調査地内に土壌が流れた跡が見られた場合、ありに✔を記入。）

6－1． 植物と落ち葉の被覆面積　　　　　□50％以上　　　　□50％未満

6－2． 土壌浸食の有無（上記設問で、50％未満だった場合のみ回答） □なし　　　　□あり

＜7＞　影響度ランク（現状に最も近い区分（短期＆長期）に○をつける。条件が全て当てはまらなくても良い。）

短期区分 長期区分

0 0

1 1

2 2

－ 3

－ 4

－ 5

なし。

少量見られる。部分的に見られる。

目立つ。採食可能個体の半数以上に
痕跡がある。

従来の植生が維持されている。高木性樹種の稚樹が生育。
更新可能な状態。

＜関東山地ニホンジカ対策広域植生モニタリング調査票＞

日付：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

調査地名：  　　　　         (GPS No.　            )

不嗜好性植物

全階層における1年以内の採食痕、剥
皮、角こすり

木本の矮性化、枯死、不嗜好性の繁茂等

低木、ササに矮性化が見られる。嗜好性草本が小型化して非
開花個体が増える。

高木、亜高木、低木、ササに枯死個体が確認できる。嗜好性
草本の開花個体なし。

高木、亜高木、低木、ササに枯死個体が目立つ。不嗜好性植
物が繁茂。ミヤマクマザサが繁茂。ディアラインが出来る。

高木・亜高木は半数以上が枯死。ササはほぼ全枯れ。嗜好
性低木はほぼ全枯れ。土壌浸食が見られる。土壌浸食により
木本の根が露出。

植物がほぼ枯死。地表土壌が流出し、裸地（岩山）に近い状
態になる。

－

－

－



植生影響度ランク

長期影響 短期影響

 対象範囲を同じ手法で調査をし、植生への影響を評価

 長期影響は累積の影響を示し、短期影響は1年以内の影響を示す



植生保護柵設置場所の検討

順位 地域名 植生タイプ 利点 欠点 維持管理 備考

1 乾徳山 ススキ草原
支柱の打ち込み
が可能そう。ア
クセスが容易。

山小屋、セン
サーカメラ設置
地点が付近にな

い。

業務請負業者がセ
ンサーカメラ設置
回収と併せて巡
視・補修。

H24に柵設置の下見
調査実施。

1 雁坂峠 ササ草原

支柱の打ち込み
が可能そう。セ
ンサーカメラ設
置地点が付近に

ある。

山小屋が付近に
ない。

業務請負業者がセ
ンサーカメラ設置
回収と併せて巡
視・補修。

H24に柵設置の下見
調査実施。

3 金峰山 ハイマツ林

付近に山小屋が
あり、維持管理
を委託できる可
能性あり。

岩場のため、支
柱の打ち込みに

難あり。

山小屋管理者に委
託。

山小屋周辺ではシ
カの影響が小さいと
いう情報あり。

4 鷹ノ巣山 ササ草原
（防火帯）

支柱の打ち込み
が可能そう。

土地所有者（民
間企業）が不明

瞭。

業務請負業者がセ
ンサーカメラ設置
回収と併せて巡
視・補修。

山の南東面に草原
性植物が残っている。

「希少性の高い植物、風致景観上重要な地域」と「シカの影響が懸念される植生」の両方の観点から
保全の優先度が高い場所の抽出し、専門家の意見により絞り込み



出猟カレンダーの書式の統一

 回収率向上とOCR用紙によるデー
タ集計の効率化

 密度推定に用いる目撃効率の取得

 東京都、長野県、埼玉県で実施

 群馬県と山梨県は県の書式を使用

 印刷費用として20万円程度（約
2000部）、読み取り費用として30
万円（1000部）



課題

捕獲困難地での継続的な捕獲

優先的に守るべき植生において柵の
設置が遅れている



協議会の取り組み

情報の共有（共通フォーマットの作成）

広域一体的な課題の設定

指針に基づく役割分担

現場で実行する体制づくり

周辺域では自治体による指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲や柵の設置などが行われているが、
シカの生息密度の高い中心部（秩父多摩甲斐国立公園）ではシカ対策が遅れている





栃木県における捕獲データの集計と活用及び
八溝山系における広域連携

栃木県自然環境課 丸山哲也

GOTO38
テキストボックス
資料1-2-1



捕獲分布メッシュ図の活用

H9～13 H24～28

捕獲数
2,084

捕獲数
15,887



鳥獣保護管理法第９条第13項

許可を受けた者は、その許可に係る捕獲又
は採取等の結果を都道府県知事に報告しな
ければならない。（一部省略）



鳥獣保護管理法施行規則様式第１

捕獲等又は採取等した場所欄には、鳥獣保護区等の区域を示す
図面に記載されたメッシュ番号を記載すること
（狩猟者登録証も同様記載）



最低でも、メッシュごとの捕獲数
の情報が集まる！（はず）



更なる情報（捕獲効率）



更なる情報（目撃効率）



更なる情報（捕獲努力量）



これらを集めるために



データ収集・分析体制（有害捕獲）

捕獲従事者

市町村

県（自然環境課）

県（林業ｾﾝﾀｰ）

①依頼

OCRｶﾚﾝﾀﾞｰ印刷費
120,000円

（コピー使用なら不要）

②依頼
③提出

④提出

⑤提出⑥入力・分析・
報告

入力賃金
600,000円

回収率
８～９割



データ収集・分析体制（狩猟）

狩猟登録者

猟友会

県（自然環境課）

県（林業ｾﾝﾀｰ）

①依頼

②提出

③データ

④分析・報告

入力委託
467,000円

回収率
10割



捕獲情報収集の利点

•膨大なデータを少ない経費で収集可能
→捕獲従事者数千名分の調査労力

•経年変化の分析可能

•フォーマットの統一により隣接県とのデー
タ統合も簡単



考慮すべき点

•市町村・従事者の理解が必要
→データの還元・繰り返しの説明と催促

•捕獲が行われている箇所のデータしか集
まらない

•入力体制の整備が必要

•データ蓄積・分析体制の整備が必要
→試験研究機関･大学等が望ましい



モニタリング報告書の作成

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/docu
ments/29shikamoni.pdf



狩猟者への情報提供



鳥獣保護管理の基本指針

Ⅰ鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項

第３ 科学的で計画的な鳥獣保護管理事業の実施

１ 科学的情報の収集

(3) 収集するべき情報とその活用

都道府県は、これらの科学的な情報を収集・
整理することにより、都道府県内の鳥獣保護
管理事業の進捗を把握し、その効果につい
て客観的に評価を行う。



八溝山系の広域連携



県東部への分布拡大



メスも捕獲

（メスは目撃情報不使用）





福島茨城栃木連携捕獲協議会の設立

•構成員は各県の自然環境担当課長

•取組内容
①ニホンジカの生息状況の把握
②ニホンジカの捕獲の推進
③関係機関との連携
地元自治体や国有林、民有林関係者等と
情報共有し、互いに連携、協力



生息状況調査（今年度実施中）

糞塊調査（35ルート）
ＧＰＳ発信器装着（2頭）

福島県

栃木県

茨城県



○○

GOTO38
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○○



シカ動態モニタリングデータの

“実効的” な活用

奥田 圭 （広島修道大学）

GOTO38
テキストボックス
資料1-3



🔹 その調査の目的は？

🔹 その調査に意味ある？

🔹 調査結果を対策に活かせる？



例えば…

2019年：30頭/km2

2020年：60頭/km2

500頭 捕獲

500頭 捕獲

密度を調べた意味は？



調査結果

対策反映

調査デザイン



🔹 その対策の目的は？

🔹 その対策に効果はある？

効果測定 ＝ 調査
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シ
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季節移動型個体群 夏
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夏生息地＝出産場所
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日光・足尾



生
息

範
囲

ゾ
ー

ニ
ン

グ

尾瀬

日光・足尾

移動経路

周辺域



生
息

範
囲

ゾ
ー

ニ
ン

グ
各ゾーン：生息様式が異なる

異なるアプローチ（＝調査・対策）

個体群全体の管理



個体群の個体数削減

尾
瀬

・
日

光
シ

カ
集

団
の

管
理

いつ・どこで？

実効的・効率的に行うには？

どのようなアプローチ？
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獲
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期
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夏

冬

春・秋



尾
瀬

・
日

光
シ

カ
集

団
の

管
理 捕獲の効果は？

効果検証



尾瀬 夏

密度は減った？

食害は減った？

同じ調査方法で毎年継続

経年比較
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生
息

密
度

調
査

法
特定の時期・場所の密度を知りたい

🔶 糞粒法

🔶 区画法



各
ゾ

ー
ン

に
お

け
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

日光・足尾 冬 定着個体群 移動個体群＋

調査項目：季節移動個体群の流入量

尾瀬・移動経路での対策効果が反映



日光・足尾 冬 定着個体群 移動個体群＋

調査項目：季節移動個体群の流入量

個体群を区別する必要性

全体の個体数数 － 定着個体群の個体数
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生
息

密
度

調
査

法
通年の密度変化を知りたい

🔶 カメラトラップ法

🔶 スポットライトカウント法



移動経路

春・秋
尾瀬・日光・足尾の

対策効果検証場所

春・秋の密度は減った？

経年比較

各
ゾ

ー
ン

に
お

け
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ



移動経路

春・秋
尾瀬・日光・足尾の

対策効果検証場所

定着個体群はいる？

通年の密度変化

各
ゾ

ー
ン
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１．背景 

 

（１）日光・尾瀬国立公園の概要 

・ 日光国立公園は、1934 年（昭和９年）に国立公園に指定された。公園区域の大半が那須火山

帯に属する山岳地であり、北関東最高峰である白根山（標高 2,578m）や山岳信仰の歴史が残

る男体山（標高 2,486m）をはじめとする山々と、それらの山麓に広がる中禅寺湖や、高層湿

原として形成された戦場ヶ原、渓谷から流れ落ちる瀑布が作り出す景観を特徴としている。 

・ 尾瀬国立公園は、2007 年（平成 19 年）に、従来の尾瀬地域に会津駒ヶ岳、田代山、帝釈山

等の周辺地域を編入し、日光国立公園から分離して「尾瀬国立公園」として指定された。本

州最大の高層湿原である尾瀬ヶ原と、噴火によって沼尻川が堰き止められてできた尾瀬沼を

取り囲むように至仏山、燧ケ岳、会津駒ヶ岳、田代山、帝釈山等の山々が織りなす景観を特

徴としている。 

・ これら二つの国立公園の一部は、国際的に重要な湿地として、2005 年（平成 17 年）にラム

サール条約湿地に登録されている（「奥日光の湿原」及び「尾瀬」）。 

 

（２）日光国立公園における取組の経緯 

・ 日光地域には古くからニホンジカ（以下、「シカ」という）が生息しており、定期的な大雪

の発生等によって生息数が一定に保たれてきたが、1984 年（昭和 59 年）の大雪によるシカ

の大量死を最後に、積雪量の減少等によってシカの個体数が爆発的に増加した。 

・ これにより、シラネアオイをはじめとする希少な高山植物や湿原性植物、林床のササ類等が

減少・消失し、マルバダケブキやハンゴンソウ、バイケイソウ等のシカが採食しない植物が

繁茂するようになった。また、森林の低木層の消失、樹木の実生の採食、樹皮剥ぎによる樹

木の枯死等により、森林植生の変化や更新の阻害等の影響が生じた。 

・ このため、栃木県が 1993 年（平成５年）に白根山に残されたシラネアオイ群落の保護のた

めの電気柵を設置するとともに、1994 年（平成６年）に「栃木県シカ対策協議会」を設置

し、シカの捕獲を開始した。また、1997 年（平成９年）に小田代原に植生保護のための電気

柵を設置した。 

・ その後、戦場ヶ原でもシカによる影響が顕在化したことから、環境省が 2001 年（平成 13

年）に小田代原を含む周辺森林域を囲む防護柵を設置し、柵内での捕獲を含む対策を開始し

た。 

・ 2014 年（平成 26 年）には、環境省、林野庁、栃木県、日光市が「日光地域シカ対策共同

体」を設立し、関係機関が連携して捕獲等の対策に取り組んでいる。 

 

（３）尾瀬国立公園における取組の経緯 

・ 尾瀬地域は、元来シカによる影響を受けずに成立した生態系であると言われているが、日光

地域のシカの生息数の増加に伴い、1990 年代半ばに尾瀬ヶ原でシカの生息が確認され、ミツ

ガシワの採食や踏圧による湿原の攪乱が顕在化し始めた。 

・ このため、2000 年（平成 12 年）に環境省が設置した「尾瀬地区におけるシカ管理方針検討
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会」が「尾瀬地区におけるシカ管理方針」（第１期方針）を策定し、特別保護地区の外側に

おいて各県の特定鳥獣保護管理計画等に基づく捕獲を開始した。 

・ 2009 年（平成 21 年）に尾瀬国立公園シカ対策協議会が「尾瀬国立公園シカ管理方針」（第

２期方針）を策定し、環境省が特別保護地区内での捕獲を開始するとともに、移動遮断柵を

設置するなど、効果的な捕獲手法の検討を進めてきた。 

 

（４）尾瀬・日光国立公園の連携 

・ 2012 年（平成 24 年）から「尾瀬・日光シカ対策ミーティング」が毎年開催され、尾瀬及び

日光の両地域の関係機関が情報共有や連携を図る体制の構築が進められてきた。 

・ しかしながら、尾瀬国立公園及び日光国立公園のシカの生息数は増加傾向にあり、このまま

シカの食害等による影響が継続した場合、国立公園の景観及び貴重な生態系に回復不可能な

影響を与えるおそれがあることから、広域連携によるシカ対策を一層強化するため、2019 年

（令和元年）８月に、「尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策広域協議会」（以下、「広域協

議会」という。）を設置した。 

 

２．目的 

 

・ 尾瀬国立公園及び日光国立公園の関係機関・団体が広域的に連携し、シカの適切な個体群の

管理及びその他必要な対策を実施することにより、尾瀬国立公園及び日光国立公園の貴重な

湿原、森林、高山生態系等に及ぼす影響を低減することを目的として、「尾瀬・日光国立公

園ニホンジカ対策方針」を策定する。 

・ 本協議会の構成員は、本対策方針の対象区域内において、自然公園法に基づく生態系維持回

復事業、鳥獣保護管理法に基づく特定鳥獣保護管理計画及び指定管理鳥獣捕獲等事業実施計

画、鳥獣被害防止特別措置法に基づく鳥獣被害防止計画等を作成する際には、本対策方針と

の整合を図るものとする。 

 

３．保全対象 

 

・ 尾瀬国立公園及び日光国立公園の優れた景観を構成する主要な生態系を保全対象として位置

づけ、これらの生態系に対するシカの影響を低減するための対策を実施する。 

・ 保全対象とする植生は、尾瀬国立公園及び日光国立公園の公園計画及び管理計画等を踏まえ、

次のとおりとする。これらの生態系の分布する地域は、国立公園の特別保護地区及び第１種特

別地域とほぼ対応する。 

 

（１）日光国立公園 

・ 周辺林を含む戦場ヶ原、小田代原、鬼怒沼等の湿原植生 

・ 白根山等の高山植生 

・ ミズナラ、コメツガ、ウラジロモミ等の巨木が残る森林植生 
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（２）尾瀬国立公園 

・ 周辺低木林を含む尾瀬ヶ原、尾瀬沼等の湿原植生 

・ 至仏山、燧ヶ岳等の高山植生 

・ オオシラビソ、ブナを主体とする原生的な森林植生 

 

４．対象区域 

 

・ 北は新潟県南東部から福島県南西部、南は群馬県北東部及び栃木県日光市までの広い範囲に

生息するシカの個体群は「日光利根地域個体群」と総称される。そのうち、冬に日光地域で

越冬し、春から晩秋に尾瀬地域に移動し、夏を過ごす移動特性をもつ個体を「移動型個

体」、その他の個体を「定住型個体」と呼ぶ。 

・ 本対策方針の対象区域は、保全対象が位置する尾瀬国立公園の尾瀬ヶ原・尾瀬沼周辺及び日

光国立公園の奥日光地域を核として、概ね移動型個体の生息範囲とする。 

・ なお、今後の移動型個体の生息範囲の変化を踏まえ、本対策方針の対象区域も必要に応じて

見直すこととする。 
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図１ 本対策方針の対象区域 

※平成 20～30 年度 GPS 追跡調査による移動型個体の移動経路を元に移動型個体の移動特性を示す。 

  

出展 

図１：環境省 

栃木県 群馬県 

福島県 

新潟県 

田代山・帝釈山地域 

奥日光・足尾周辺地域 

片品・檜枝岐地域 

（移動型個体の移動経路）

尾瀬ヶ原・尾瀬沼地域 

会津駒ヶ岳 
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５．現状と課題 

 

（１） シカ生息密度 

【対象区域（全域）】 

・ 環境省による 2014 年度（平成 26 年度）当初のシカの推定生息密度は、尾瀬国立公園におい

ては平均生息密度 2.53 頭/㎢（推定個体数 945 頭）、日光国立公園においては平均生息密度

11.59 頭/㎢（推定個体数 13,429 頭）となっており、森林環境への影響を考慮して自然公園

における望ましいシカの生息密度の目安である 3～5 頭/㎢を多くのメッシュで上回っている

（図２）。 

・ なお、本推定は、全国のシカ生息状況の把握を目的として、限られたデータを用いて行われ

たものであることから、あくまでも参考値として取り扱うことが望ましい。 
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図２ 尾瀬国立公園及び日光国立公園におけるシカの推定生息密度（対象区域全域） 

尾瀬国立公園 

総面積：373.45 ㎢ 

推定生息密度の平均：2.53 頭/㎢ 

推定生息個体数：945 頭 

日光国立公園 

総面積：1158.89 ㎢ 

推定生息密度の平均：11.59 頭/㎢ 

推定生息個体数：13,429 頭 
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【奥日光・足尾周辺地域（栃木県）】 

・ 栃木県の区画法によるシカの生息密度は、年ごとの変動はあるものの、全体としては緩やか

な減少傾向が見られる（図３）。 

・ 一方、栃木県の糞塊密度法によるシカの生息密度は、増加を示す地域と減少を示す地域があ

るが、全体としては、横ばい又はやや増加傾向が見られる（図４）。 

 

夏季の生息密度（３年毎の平均） 

 

冬季の生息密度（３年毎の平均） 

 

図３ 栃木県（奥日光・足尾地域）における区画法の結果 

 

 

 

 

図４ 栃木県（奥日光地域）における糞塊密度法の結果 

栃木

川俣温泉 

千手ヶ原 

霧降高原 

火戸尻山 
渡良瀬 

赤倉山 

（頭／㎢） （頭／㎢） 
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【尾瀬ヶ原周辺地域（群馬県）】 

・ 環境省の尾瀬ヶ原の湿原内におけるライトセンサス調査によるシカの確認頭数は、年ごとの

変動はあるものの、全体としては近年増加傾向にある（図５）。 

・ 環境省の尾瀬ヶ原周辺の森林内におけるセンサーカメラ調査によるシカの確認頭数は、2013

年度（平成 25 年度）に著しく増加したが、その後は横ばい又はやや増加傾向が見られる

（図６）。 

 

図５ 群馬県（尾瀬ヶ原）におけるライトセンサス調査の結果 

 

 

図６ 群馬県（尾瀬ヶ原）におけるセンサーカメラ調査の結果 

 

【その他地域（群馬県・福島県）】 

・ 群馬県北東部においては、糞塊法によるシカの生息密度は、2016 年（平成 28 年）に大きく

低下したものの、その後は増加傾向にあり、高い水準にある（図７）。 

・ 福島県南西部においては、糞塊密度法によるシカの生息密度調査等が行われていないため、

シカの生息状況の把握が困難となっている。 
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（頭） 

出展 

図３、図４：栃木県（2018）．平成 29（2017）年度 栃木県

ニホンジカ管理計画モニタリング結果報告書（改変） 

出展 

図５、図６：環境省 
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図７ 群馬県（北東部）における糞塊密度法の結果 

 

（２）シカ移動状況（移動型個体の移動経路） 

・ 環境省のシカの GPS 追跡調査により、尾瀬ヶ原・尾瀬沼周辺に生息するシカは、奥日光・足

尾周辺地域との間（30km 以上）を長距離移動し、春から晩秋までの期間を尾瀬ヶ原・尾瀬

沼周辺で過ごし、冬は男体山や足尾周辺などで過ごすことが明らかになっている（図８）。 

・ シカの移動経路上に多くの個体が必ず通る場所（集中通過地域）が確認されている。 

・ 尾瀬の湿原を頻繁に利用するシカは全体の約４割、湿原を一時的に利用する個体は約５割、

湿原を全く利用しない個体は約１割となっている。 

・ 日光地域においては、近年のシカの動態が十分に把握できていないため、今後、GPS 追跡調

査などを行うことで、捕獲適地や適期の検討を行う必要がある。 

 

ルート 地域 H25 H26 H27 H28 H29 H30
2023 円覚大膳滝 15.00 42.21 37.61 20.72 4.99 15.54
2114 尾瀬大橋 4.97 3.43 4.19 7.82 4.45 24.98
2121 赤沢山 11.84 1.96 6.03 5.73 7.53 18.38
2213 坤六峠 8.22 0.89 14.50 10.80 9.94 6.82
2223 荷鞍山 3.31 1.75 14.14 12.04 6.11 15.26

4612
花見ヶ原森
林公園 12.83 22.03 15.67 9.54 8.18 14.99

4712 コムギ峠 12.58 14.68 28.04 4.19 2.46 10.82

4723 根利牧場 18.36 57.86 70.65 14.95 31.20 52.04

4724 大滝 20.42 60.65 80.16 15.99 78.55 85.81

調査年度

群馬県 

円覚大膳滝 

尾瀬大橋 

赤沢山 

コムギ峠 

荷鞍山 

坤六峠 

根利牧場 
大滝 花見ヶ原森林公園 
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図８ 移動型個体の移動経路 

 

  

出展 

図８：環境省自然環境局（2019）．ニホンジカに係る生態系

維持回復事業計画策定ガイドライン（改変） 

栃木県 

群馬県 

福島県 

新潟県 

奥日光・足尾周辺地域 

片品・檜枝岐地域 

（移動型個体の移動経路上） 

 

尾瀬ヶ原・尾瀬沼地域 

冬の生息地 

春から晩秋の生息地 

集中通過地域 
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（３）シカ捕獲状況 

・ 対象区域（移動型個体の生息範囲から５km 程度）内における捕獲頭数は、2012 年度（平成

24 年度）までは合計 2,000 頭前後で推移していたが、その後、栃木県及び群馬県で捕獲頭数

が増加し、2014 年度（平成 26 年度）以降は合計 4,000 頭前後で推移している（図９、

10）。 

・ 捕獲個体の性比は、オスの割合に比べてメスの割合が多い（図９）。 

・ 捕獲の種別は、狩猟が全体の捕獲頭数の７割程度を占めており、指定管理鳥獣捕獲等事業に

よる捕獲は１割にも満たない（図 10）。 

・ 捕獲関連データの記録様式や収集状況が地域によって異なることから、統一的な把握・解析

が困難な状況にあり、今後、捕獲関連データの記録様式の統一などが求められている。 

・ 捕獲の中心的な担い手である猟友会は、高齢化等により年々対応が困難になりつつあり、高

標高域など捕獲が困難な地域等においては、指定管理鳥獣捕獲等事業制度に基づく認定鳥獣

捕獲等事業者の活用が必要である。 

 

 

図９ 対象区域内におけるシカ捕獲頭数の推移（雌雄別） 

 

図 10 対象区域内におけるシカ捕獲頭数の推移（捕獲種類別） 
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（４）植生被害の状況 

【日光国立公園】 

・ 栃木県の下層植生衰退度調査の結果より、日光国立公園ではシカによる採食等により下層植

生が衰退し、その状況が継続している。特に足尾地域の周辺ではシカの影響が強い状況とな

っている（図 11）。 

 

図 11 下層植生衰退度調査（Shrub-layer decline rank; SDR）の結果（栃木県） 

 

【尾瀬国立公園】 

・ 尾瀬国立公園では、尾瀬ヶ原・尾瀬沼周辺の湿原内の植生被害は全体的に増加傾向にあり、

森林内の下層植生においても被害が顕在化しつつある（図 12）。また、近年、燧ヶ岳、至仏

山、会津駒ヶ岳、田代山・帝釈山等の高標高域にも被害が拡大する傾向にある。 

 

図 12 尾瀬ヶ原（湿原）におけるシカによる採食状況の変化（環境省） 
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（５）植生保護の実施状況 

【日光国立公園】 

・ 日光国立公園では、保全対象地域の大部分において防護柵が設置されている（表１）。 

・ 今後、シカによる影響について状況把握を行った上で、まだ防護柵が設置されていない鬼怒

沼の高層湿原、女峰山及び太郎山の高山植生等への防護柵の設置を検討する必要がある。 

 

表１ 日光国立公園における主な防護柵の設置状況 

実施主体 場所 柵の種類 規模（周囲長、面積） 設置年 

栃木県 白根山シラネアオイ群生地 電気柵 905m、1.6ha 
平成 5 年度 

(平成 13 年度に増設） 

群馬県 白根山シラネアオイ群生地等 電気柵 488m、0.4ha 平成 7 年度 

環境省 戦場ヶ原 ネット柵  16,961m、980ha 平成 13 年度 

 

【尾瀬国立公園】 

・ 尾瀬国立公園では、優先的に防護柵の設置が必要な場所として「優先防護エリア」（別紙）

が選定されているが、大江湿原を除いて十分な防護柵が設置されていない。 

・ 今後、関係機関・団体が連携して、優先防護エリアへの防護柵の設置を早期に進めていく必

要がある。 

 

表２ 尾瀬国立公園における主な防護柵の設置状況 

実施主体 場所 柵の種類 規模（周囲長、面積） 設置年 

群馬県 山ノ鼻研究見本園 ネット柵 91m、525 ㎡ 平成 24 年度 

群馬県 背中アブリ田代 ネット柵 100m、625 ㎡ 平成 25 年度 

群馬県 竜宮 ネット柵 70m、312.5 ㎡ 平成 26 年度 

環境省 尾瀬ヶ原ヨッピ川南岸 ネット柵 950m 平成 30 年度 

会津森林管理署 

南会津支署 

ボランティア 

大江湿原 ネット柵 

3,500m 

（南会津支署 2,300m） 

（ボランティア 1,200m） 

平成 26 年度 

環境省 
大江湿原 

(尾瀬沼集団施設地区) 
ネット柵 70m 平成 30 年度 

環境省 三条の滝 ネット柵 35～40m 程度×2 つ 平成 31 年度 

  ※2019 年 10 月現在も設置が継続されているもののみ掲載 

  



14 

６．目標 

 

（１）最終目標（ゴール） 

・ 日光地域の生態系はシカの生息条件下で成立してきたものであり、日光地域本来の生態系の

維持・更新には一定程度のシカの生息が前提となる。 

・ 一方で、尾瀬地域の生態系はシカの影響を受けない条件下で成立してきたものと考えられて

おり、シカの増加は尾瀬の湿原及び高山生態系に回復不可能な影響を及ぼす可能性がある。 

 

以上の前提を踏まえ、国立公園ごとの最終目標（ゴール）を以下のとおりとする。 

 

【日光国立公園】 

・ シカの生息が適切な状態に保たれ、植生への影響が十分に小さく、健全な植生の維持・更新

に支障がない状態を維持する。 

 

【尾瀬国立公園】 

・ 尾瀬ヶ原・尾瀬沼や高山帯へのシカの影響を排除し、湿原及び高山植生への影響が見られな

い状態を維持する。 

 

（２）事業目標（５年目途） 

・ 国立公園ごとの最終目標（ゴール）を見据え、本対策方針の計画期間におけるシカ捕獲及び

植生保護に関する事業目標（５年以内）を以下のとおりとする。 

・ なお、日光国立公園及び尾瀬国立公園とも、シカの生息数は増加傾向にあると考えられてお

り、シカの生息密度を低減するため、シカ捕獲を強化するとともに、防護柵の設置・維持管

理を行う必要がある。 

 

【日光国立公園】 

・ 植生への影響を低減するため、シカの生息密度を現状より低密度にする。 

・ 保全対象となる湿原・高山・森林植生を維持・回復するため、関係機関が連携して、防護柵

を適切に設置・維持管理する。 

 

【尾瀬国立公園】 

・ 湿原植生への影響を低減するため、尾瀬ヶ原等の湿原に出没するシカの個体数を概ね半減さ

せる。 

・ 湿原及び高山植生を保護するため、関係者が連携して、優先的に防護する必要の高いエリア

（以下、「優先防護エリア」という）のＡ及びＢランクに防護柵を設置する。 
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（３）指標 

・ 事業目標は事業の進捗を把握するために定量的な目標を設定することが望ましいが、現時点

で移動型個体を含むシカの生息密度を広域にわたって高い精度や確度で推定するのは困難な

ことから、シカの生息状況や影響に関する指標を設定し、その進捗管理を行う（表３）。 

 

表３ 事業目標の進捗管理のための指標 

指標 手法 目的 

シカの生息密度 

糞塊密度法 

踏査距離当たりに発見された糞塊数をシカの密度指

標として個体数推定を行い、その経年変化により、

シカの生息状況を把握する。 

ライトセンサス法 
シカの確認頭数の季節変化や経年変化により、シカ

の生息状況を把握する。 

センサーカメラ調査 

センサーカメラで撮影されたシカの頭数から撮影頻

度を算出し、季節変化や経年変化により、シカの生

息状況を把握する。 

目撃効率（SPUE） 

捕獲効率（CPUE） 

狩猟、管理捕獲等の

捕獲データから算出 

出猟時の情報（目撃頭数や捕獲頭数）を集計し、目

撃効率(SPUE)や捕獲効率(CPUE)を分析することによ

り、シカの生息状況を把握する。 

捕獲数 
狩猟、管理捕獲等の

捕獲データから算出 

狩猟、許可、指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲デ

ータを集計し、対策の実施状況や努力量の把握、効

果検証を行う。 

下層植生の衰退 
下層植生衰退度調査

（SDR） 

日光国立公園では、下層植生衰退度調査により、シ

カによる植生への影響を面的に把握する。 

採食痕の増減 採食状況調査 
尾瀬国立公園では、採食状況調査により、シカによ

る植生への影響を把握する。 

 

 

７．捕獲の実施方針 

 

（１）共通事項 

【効率的な捕獲】 

・ GPS 追跡調査等の分析結果に基づき、捕獲適地及び捕獲適期を設定し、移動型個体・定住型

個体それぞれの行動特性に応じた捕獲を行うとともに、各種モニタリング調査の分析結果を

踏まえ、捕獲の効果検証を行う。 

【利用者等の安全確保】 

・ 銃器の使用は、利用者等の安全を十分確保できる区域のみに限定する。特に国立公園の利用

シーズンは、見通しが極めて良好な条件下で使用する。 
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・ 国立公園内での捕獲に当たっては、ビジターセンターや山小屋において捕獲の日時・場所等

を周知するとともに、捕獲を実施する区域では標識を掲示し、利用者等への注意喚起を徹底

する。 

【自然環境への配慮】 

・ 捕獲に当たっては、植生への影響には十分に配慮した上で行う。 

・ 当該地域においてわな捕獲を実施する場合には、シカ以外の野生動物の錯誤捕獲の可能性が

あるため、迅速に放獣が行えるよう万全の体制を整える。 

【捕獲個体の処理】 

・ 捕獲個体の処理は、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合に限り生態系に影響を

与えないような適切な方法で埋設する。ただし、捕獲個体の搬出又は埋設が困難な地域等に

おいては、指定管理鳥獣捕獲等事業に限って、捕獲個体の放置を可能とする。 

【捕獲の実施主体】 

・ 高標高域など捕獲が困難な地域等においては、指定管理鳥獣捕獲等事業に基づく認定鳥獣捕

獲等事業者の活用を積極的に検討する。 

【関係法令等の遵守】 

・ 捕獲に際しては、鳥獣保護管理法、自然公園法、文化財保護法、森林法等の関係法令の手続

きを遺漏なく行うとともに、土地所有者の了解を得て行うものとする。また、関係機関・団

体等へ事前に周知し、必要な連絡調整を図る。 

 

（２）奥日光・足尾周辺地域 

【実施方針】 

・ 湿原を含む日光の植生に影響を与えるシカを現状より低密度にすることにより、植生への影

響を低減する。 

・ 移動型個体については晩秋から冬にかけて、定住型個体については通年の捕獲をそれぞれ実

施する。 

・ 捕獲に当たっては、関係機関が連携して GPS 追跡調査等を行うなど、捕獲適地や適期の検討

を行い、効率的な捕獲を行う。 

・ 指定管理鳥獣捕獲事業により、近年、シカの生息密度が増加している足尾地域の高標高域な

ど捕獲困難地域における捕獲を検討する。 

【主な実施主体】 

・ 環境省、林野庁、栃木県、群馬県、日光市、片品村 

 

（３）片品・檜枝岐地域（移動型個体の移動経路上） 

【実施方針】 

・ 移動型個体の捕獲効率が最も高いシカの移動経路上において、GPS データを活用して、多く

の個体が集中して利用する場所（集中通過地域）の選定を行うとともに、季節移動の時期を

見極めて効率的な捕獲を行う。 
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・ 移動型個体の捕獲に当たっては、環境省の移動遮断柵を活用するなどにより、関係機関が連

携して効率的な捕獲手法の検討を行う。 

・ 定住型個体については、有害鳥獣捕獲や管理捕獲により通年の捕獲を行う。 

【主な実施主体】 

・ 林野庁、群馬県、福島県、片品村、檜枝岐村 

 

（４）尾瀬ヶ原・尾瀬沼周辺地域 

【実施方針】 

・ 尾瀬の原生自然に与える影響を低減させるために、シカの捕獲を強化し、尾瀬の湿原に出没

するシカの個体数を概ね半減することを目指す。 

・ 移動型個体を対象に、春季及び晩秋に銃器とわなを用いた捕獲を行う（表４）。 

・ 捕獲手法や捕獲適期の設定に当たっては、その年の季候や天候、植物の成長、シカの動きな

ど現場の状況をよく見極め、臨機応変に組み合わせることで捕獲効率の向上に努める（表

４）。 

・ 尾瀬ヶ原では、主に夜間にシカが湿原に出没し、湿原と森林を行き来する時間帯は薄明薄暮

（主に日の出前１時間及び日の入後１時間）が多いことから、利用者等の安全確保を前提と

して、捕獲状況等を踏まえつつ、指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間銃猟の実施を検討す

る。 

【主な実施主体】 

・ 環境省 

 

表４ 尾瀬ヶ原・尾瀬沼地域における捕獲手法 

手法 方針 

銃器捕獲 ・ 見通しの良い場所ではライフル銃の射程を活かした捕獲、見通しの

限られる場所では射程の短いハーフライフル銃を活かした捕獲を行

うことを基本とする。 

・ 雪解け直後の植物の丈が低く見通しの良い時期（４月下旬～６月）

と秋季のシカの繁殖期（10 月～11 月）を捕獲適期とする。 

わな捕獲 ・ くくりわなを用いた捕獲を基本とする。 

・ 降雨によるくくりわなの浸水に留意した場所を選定する。 

・ 特にツキノワグマの錯誤捕獲の際の危険性を考慮し、根付けは直径

20cm 以上の木本とする。 

・ 尾瀬ヶ原・尾瀬沼地域をシカが利用する時期（４月下旬～11 月）を

捕獲適期とする。 

 

（５）会津駒ヶ岳、田代山・帝釈山周辺地域 

【実施方針】 

・ 対象区域内におけるシカの生息状況を把握し、効率的な捕獲を行い、植生影響の拡大を防止

する。 
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・ シカの増加が懸念されることから、シカの生息状況についてのモニタリング調査の分析結果

に基づき、植生への影響が増加しないよう効果的な捕獲を実施する。また、捕獲を効果的に

実行するための体制整備を行う。 

【主な実施主体】 

・ 福島県、新潟県、檜枝岐村、南会津町、魚沼市 

 

 

８．植生保護の実施方針 

 

・ 防護柵の設置や撹乱された植生の回復のための防護対策については、モニタリング・調査研

究の実施状況を踏まえつつ、効果的な手法についての検討を行う。 

・ 緊急避難的に保護措置が必要な希少な植物群落が残る場所等については、優先的に防護柵の

設置等を行うとともに、維持管理やモニタリングのための実施体制を構築する。 

 

（１）日光国立公園 

【実施方針】 

・ 防護柵により、湿原植生へ影響が出ないよう維持管理するとともに、植生の回復を図る。 

・ シカによる森林植生への影響を低減させるために防護柵等の設置を行い、部分的な森林の更

新を維持する。 

・ 防護柵設置後は、防護柵の内外で植生調査を行い、防護柵の効果を検証する。 

・ 白根山五色沼北岸、弥陀ヶ池及及び七色平の電気柵によるシラネアオイ群落及び高山植生の

防護を行う。また、柵内において定期的に刈り払いを行い、保全対象種の衰退を防ぐ。 

・ 奥鬼怒においては、鬼怒沼の高層湿原、女峰山及び太郎山の高山植生への防護柵の設置を検

討する。 

【手法】 

・ 湿原においては、防護柵等の設置、柵内の刈払いを含む維持管理、保全対象種の植栽を行

う。 

・ 高山においては、積雪期間中はネットを外し、積雪による防護柵の倒壊を防ぐ。 

・ 森林においては、小規模柵（パッチディフェンス）の設置、樹幹へのネット巻きを実施す

る。 

・ 防護柵等の効果検証のための植生調査については、柵の内外で出現種、植被率、植生高、開

花個体数や開花している植物種数等を記録し、比較する。写真撮影により効果検証を行う場

合は、定点から撮影した写真の経年変化を見る。 

・ 防護柵内における捕獲、侵入予察捕獲を実施する。 

【主な実施主体】 

・ 環境省、林野庁、栃木県、群馬県、日光市、片品村 
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（２）尾瀬国立公園 

【実施方針】 

・ 優先防護エリア（優先的に防護する必要の高いエリア）を選定し、防護柵等による植生保護

を実施する（図 14）。優先防護エリアは、植生被害の状況等を踏まえ随時見直しを行う。 

・ ５年以内に優先防護エリア（Ａ及びＢランク）に関係機関・団体が連携して防護柵を設置す

る。防護柵設置の優先順位は、エリアのランク及び対策の緊急性を考慮して決定する。 

・ 防護柵は定期的にメンテナンスを行い、積雪に対応した維持管理の効率化を推進する。 

・ 防護柵設置後は、防護柵の内外での植生調査や写真撮影を行い、防護柵の効果を検証する。 

【手法】 

・ 防護柵は積雪による防護柵の倒壊を防ぐため、積雪期間中はネットを下ろすことが望ましい

（図 13）。 

・ 防護柵の効果検証のための植生調査については、柵の内外で出現種、植被率、植生高、開花

個体数や開花している植物種数等を記録し、比較する。写真撮影により効果検証を行う場合

は、定点から撮影した写真の経年変化を見る。 

【主な実施主体】 

・ 環境省、林野庁、群馬県、福島県、片品村、檜枝岐村、東京電力 HD、山小屋組合 

 

 

 

図 13 ネット柵の施工例 
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図 14 尾瀬国立公園優先防護エリア 

  



21 

９．モニタリング・調査研究 

 

・ 本対策方針に基づく対策が、科学的知見に基づく定期的な評価及び見直しによる順応的な進

め方によって実施されるよう、関係機関・団体等が役割分担・連携協力しながらモニタリン

グ等を実施し、その結果を広く共有する。 

 

（１）シカの生息状況に関するモニタリング 

【実施方針】 

・ GPS 追跡調査により、シカの移動経路や移動時期の解析、湿原や越冬地の利用状況等につい

て調査を行う。 

・ 糞塊密度法により、各県における対象区域内におけるシカの生息密度の推定を行う。 

・ ライトセンサス法及びセンサーカメラ調査により、場所ごとのシカの動態を把握する。 

【主な実施主体】 

・ 環境省、林野庁、栃木県、群馬県、福島県、新潟県 

 

（２）シカの影響に関するモニタリング 

【実施方針】 

・ 植生への影響を把握するための手法は、植生や影響の進行状況等によって適切な手法が異な

ることから、地域ごとに手法を設定し、モニタリングを実施する。 

・ 日光国立公園では、主に下層植生衰退度調査（Shrub-layer decline rank; SDR）により、

植生への面的な影響を把握する。 

・ 尾瀬国立公園では、主に採食状況調査により、高山、森林、湿原それぞれの生態系における

植生への影響を把握する。 

【主な実施主体】 

・ 環境省、林野庁、栃木県、群馬県、福島県、新潟県 

 

（３）対策の効果検証のためのモニタリング 

【実施方針】 

・ 共通様式による出猟カレンダー及び捕獲関連データの収集及び整理を行う（図 15）。 

・ 捕獲関連データは迅速に集計を行い、効果検証のための解析を行えるようにする。また、効

率的に捕獲関連データを収集するための手法について検討を行う。 

【主な実施主体】 

・ 環境省、林野庁、栃木県、群馬県、福島県、新潟県 
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図 15 OCR 用紙を用いた出猟カレンダーの例 

 

（４）調査研究 

【実施方針】 

・ 個体数推定の手法の検討 

・ ドローン等を使用した先進的なモニタリング手法の検討 

・ 効果的な柵設置方法の検討 

・ 防護柵内における植生の管理手法の検討 

【主な実施主体】 

・ 環境省、栃木県、群馬県、福島県 

 

10．情報提供・普及啓発 

・ モニタリング結果や対策の実施状況等については、関係機関・団体等が連携して国民への情

報提供を積極的に行い、尾瀬・日光のシカ対策が国民の理解と合意のもとに進められるよう

努める。 
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11．基本的な役割 

 

（１）広域協議会 

・ 広域協議会は、関係機関による広域連携を推進するための連絡調整の場として、情報集約、

対策の評価及び見直し、本対策方針の見直し等を担う。 

・ 本対策方針に基づき、広域協議会で年度ごとに次年度の実施計画を作成し、実施計画に沿っ

たシカ対策を連携して実施する。 

・ 本対策方針に基づく対策を円滑に行うため、構成員は、シカ対策に係る各種法令の許認可等

の手続きが迅速化できるよう、相互に協力する。 

・ 本対策方針に基づき実施する対策やモニタリングについて共通様式を作成し、情報の効率的

な収集・分析・共有化を図る。 

・ 関係機関・団体等が実施した調査・研究の結果をとりまとめるとともに、有識者や専門家の

助言・指導を受けることで、科学的・先進的な知見に基づく対策を立案する。 

・ 本対策方針が有効に機能するために、生態系維持回復事業計画やその他のニホンジカ対策の

実施に関する各種計画（第二種特定鳥獣管理計画、指定管理鳥獣捕獲等事業計画、被害防止

計画等）との連携を図る。 

 

（２）環境省（関東地方環境事務所） 

・ 広域協議会事務局として、関係機関・団体等の連携を推進 

・ 本対策方針を踏まえた生態系維持回復事業計画の作成 

・ 尾瀬ヶ原・尾瀬沼周辺等におけるシカの捕獲 

・ 優先的に植生保護が必要な場所での防護柵の設置 

・ モニタリングの継続的な実施 

・ モニタリング等で得られたデータの関係機関・団体等への提供 

 

（３）林野庁（関東森林管理局） 

・ 国有林内でのシカ捕獲の率先的実施 

・ 優先的に保護が必要な場所における防護柵設置及びシカ管理の実施 

・ 森林植生被害のモニタリング 

・ モニタリング等で得られたデータの関係機関・団体等への情報提供 

・ 国有林野における関係機関・団体等の各種対策への協力 

 

（４）栃木県、群馬県、福島県、新潟県 

・ 本対策方針を踏まえた第二種特定鳥獣管理計画及び指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の作成 

・ 指定管理鳥獣捕獲等事業等によるシカ捕獲の実施 

・ 優先的に植生保護が必要な場所での防護柵の設置 

・ シカ生息密度等のモニタリングの実施 

・ モニタリング等で得られたデータの関係機関・団体等への提供 
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（５）日光市、片品村、檜枝岐村、南会津町、魚沼市 

・ 本対策方針を踏まえた鳥獣被害防止計画の作成 

・ 鳥獣被害防止計画等に基づくシカ対策の実施 

・ 市町村内での有害鳥獣捕獲の積極的実施 

・ 優先的に植生保護が必要な場所での防護柵の設置 

・ 捕獲に関するデータの関係機関・団体等への情報提供 

 

（６）関係団体・企業（東京電力、尾瀬山小屋組合、尾瀬保護財団） 

・ 本対策方針に則り実施される各種シカ対策への協力 

・ 優先的に植生保護が必要な場所での防護柵の設置 

・ 登山客へ普及啓発を呼び掛ける等の活動の推進 

・ 土地への立入許可 

 

（７）研究者・研究機関 

・ シカの生態や植生への影響等に関する各種調査研究の推進 

・ 関係機関・団体等が行う対策への科学的知見に基づく助言 

・ 調査結果、研究成果等の関係機関・団体等への情報提供 

 

12．対策方針の評価・見直し 

 

・ 本対策方針の実施状況については、毎年、広域協議会において、事業目標や進捗管理のため

の指標の進捗状況等の評価を行うとともに、それらの結果を踏まえて、次年度の実施計画を

作成することで、関係機関・団体が連携して、科学的知見に基づく対策の強化に努める。 

・ 順応的な考え方のもとに対策を実施していくため、５年を目途に、モニタリング結果や対策

の効果を総合的に検証し、本対策方針の見直しを行うこととする。 

 



 

令和元年１０月２１日 

第２回 尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策広域協議会 

 

資料３ 

今後のスケジュール（予定） 

 

■第３回 尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策広域協議会 

○日時：令和元年 11月 27日（水）14:00～16:30（仮） 

○内容（予定） 

・関係機関の取組報告 

・尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策方針（案）の検討 

 

 

■第４回 尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策広域協議会 

○日時：令和２年１月 22日（水）14:00～16:30（仮） 

○内容（予定） 

・尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策方針の決定 

・令和２年度実施計画（案）の検討 

 

 


